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第８号議案

令和６年度長崎市一般会計補正予算（第10号）
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障害福祉現場の業務量増加や人材不足により、サービスの質やサービス提供体制の確保が困難になってきて

おり、ICTの活用による障害福祉サービス事業所等の業務効率化及び職員の業務負担軽減を進める必要があ

る。

１ 事業目的

障害福祉分野におけるICTの活用により障害福祉サービス事業所等における業務効率化及び職員の業務負担

軽減を推進するため、障害福祉サービス事業所等がICTを導入する際の経費の一部を補助する。

また、導入を希望する事業所に対して、事業実施の要件であるICTの導入に伴う研修会を実施する。

⑴ 対象施設 就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、生活介護事業所、

計画相談支援事業所、放課後等デイサービス事業所

⑵ 対象施設数 10施設

⑶ 負担割合 国1/2 、 市1/4 、 事業所1/4

予算説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

26～27 ３
民生費

１
社会福祉費

２
障害者福祉費

1-1 ICT導入モデル事業費補助金
千円

６，７３０

２ 補正内容
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•合計

• 7,974,638

• 5,502,238

• 4,124,000

• 3,850,638

⑷ 事業費の内訳

ア ICT導入モデル事業費（対象事業所）

法人名 事業所名
サービスの種

類
該当機器 総事業費① 補助対象経費 補助額②

事業者
負担額
①－②

（有）いそや

相談支援事業所
大地

計画相談支援

ノートPC、ルー
ター

3,001,000 1,000,000 750,000 2,251,000
キッズ大地

放課後等デイ
サービス

（有）いそや りとる大地
放課後等デイ
サービス 3,001,000 1,000,000 750,000 2,251,000

（株）ティーアンド
エス

相談支援事業所
あおぞら

計画相談支援
パソコン、周辺機
器 899,305 899,000 674,000 225,305

（株）ティーアンド
エス

就労継続支援B
型さくら

就労継続支援B
型

パソコン、周辺機
器 899,305 899,000 674,000 225,305

（福）友愛会
長崎リハビリテー
ション

生活介護 タブレット端末 812,597 812,000 609,000 203,597

（特非）ひだまり
会

放課後等デイ
サービス ピース

放課後等デイ
サービス

タブレット端末 1,178,760 1,000,000 750,000 428,760

（株）AWNA LEALEA
就労継続支援B
型

パソコン、タブレッ
ト 985,100 985,000 738,000 247,100

（株）センテンス
みなみの療育室
放課後等デイ
サービスみなみ

放課後等デイ
サービス

スマートフォン 1,536,432 1,000,000 750,000 786,432

（福）恵風会 さきは風
就労継続支援A
型

タイムカードICレ
コーダー 980,100 980,000 735,000 245,100

合計 13,293,599 8,575,000 6,430,000 6,863,599

イ ICT導入のための研修事業費

委託料：３００，０００円

（単位:円）
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※ 国庫補助金（ICT導入モデル事業）

予算計上額（補助額）の2/3（障害者総合支援事業費補助金及び児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金）

※国庫補助金（ICT導入のための研修事業）

補助対象経費の1/2（障害者総合支援事業費補助金及び児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金）

３ 財源内訳

区 分

総事業費
（補助対象
経費）
①

予算
計上額
（補助額）
②

財 源 内 訳 事業者
負担額
①－②

国庫支出金
※

県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前
千円

２０，０６７
（１２，８０７）

千円
９，６７３

千円
６，４００

千円
－

千円
－

千円
－

千円
３，２７３

千円
１０，３９４

補正額
１３，５９４
（８，８５９）

６，７３０ ４，４２８ － － － ２，３０２ ６，８６４

補正後
３３，６６１

（２１，６６６）
１６，４０３ １０，８２８ － － － ５，５７５ １７，２５８

⑸ 補助額の算定方法

ア ICT導入モデル事業：補助対象経費に３／４を乗じた額を補助額とする。

イ ICT導入のための研修事業：補助対象経費に１／２を乗じた額を補助額とする。

※補助対象経費…総事業費と⑹の基準額のいずれか少ない方の額

⑹基準額

ア ICT導入モデル事業：１施設・事業所あたりの基準額…1,000千円

イ ICT導入のための研修事業：284千円
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一般就労に結びつかない障害者への就労支援を行う場として、就労継続支援事業所は重要な役割を果たしてお

り、事業所の経営力強化に向けた支援、就労継続支援事業所等における工賃の向上に向けた取組みを推進する

必要がある。

１ 事業目的

就労継続支援サービスについて、ICT機器等の就労作業の効率化を図る機器の導入助成により事業所の経営改

善を支援するため、障害者就労施設における、障害者が従事することができる業務範囲の拡大や、従事する作業

の効率化に資する、ICT機器や工作機械・治具等を導入する際の経費の一部を補助する。

⑴ 対象施設 就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所

※ 今回対象施設はすべて就労継続支援B型事業所

⑵ 対象施設数 5施設

⑶ 負担割合 国1/2 、 市1/4 、 事業所1/4

予算説明書
事 業 名 予算額

ページ 款 項 目 番号

26～27
３

民生費

１

社会福祉費

２

障害者福祉費
1-2 就労施設経営改善支援費補助金

千円

４，１２４

２ 補正内容

-5-



⑷ 事業費の内訳

⑸ 補助額の算定方法

補助対象経費に３／４を乗じた額を補助額とする。

※補助対象経費…総事業費と（６）の補助基準額のいずれか少ない方の額

⑹ 補助基準額 １施設又は事業所あたり2,000千円

法人名 事業所名
サービス
の種類

該当機器
総事業費
①

補助対象
経費

補助額
②

事業者負
担額
①－②

（福）みのり会 平山友愛園
就労継続支援
B型

衣類用印刷機、タ
ブレット 509,122 509,122 381,000 128,122

（特非）障害者就
労支援センター

障害者就労支
援センター ア
ビリティ

就労継続支援
B型

水耕栽培養液冷
却装置、循環ポン
プ

833,316 833,316 624,000 209,316

（福）恵風会 そよ風の里
就労継続支援
B型

小型簡易レトルト
殺菌器 4,056,800 2,000,000 1,500,000 2,556,800

（有）いそや はたラク大地
就労継続支援
B型

ノートパソコン 159,800 159,800 119,000 40,800

（福）ゆうわ会
ワークステー
ションすばる

就労継続支援
B型

紙折機、電動裁断
機 2,415,600 2,000,000 1,500,000 915,600

合計 7,974,638 5,502,238 4,124,000 3,850,638

（単位:円）
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※ 国庫補助金（障害者就労施設における生産活動の効率化に資するＩＣＴ機器等の導入事業）

予算計上額（補助額）の2/3（障害者総合支援事業費補助金）

３ 財源内訳

区 分

総事業費
（補助対象
経費）
①

予算
計上額
（補助額）
②

財 源 内 訳 事業者
負担額
①－②

国庫支出金
※

県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前
千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

補正額
７，９７５

（５，５０３）
４，１２４ ２，７４９ － － － １，３７５ ３，８５１

補正後
７，９７５

（５，５０３）
４，１２４ ２，７４９ － － － １，３７５ ３，８５１
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人口減少が続く高島地区において、介護サービスを安定的に提供するために、公募により選定した法人に対し

て、令和２年度から小規模多機能型居宅介護事業所の運営費補助を行っている。

令和６年度において、事業所の登録者数が減少したことにより収入額（介護保険事業収入）が減少するため、

補助金額を増額する必要があり、補正するもの。

年間の延べ登録者数（月毎の登録者の合計）

１ 概 要

予 算 説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

26～27 ３
民生費

１
社会福祉費

３
高齢者福祉費

1-1 高島地区小規模多機能型居宅
介護事業所運営費補助金

千円
５，５１０

令和３年度
実績

令和４年度
実績

令和５年度
実績

令和６年度
当初見込

令和６年度
補正見込

延べ登録者数 190人 214人 205人 216人 137人

（月平均） （15.8人） （17.8人） （17.1人） （18.0人） （11.4人）

100人

120人

140人

160人

180人

200人

220人

240人

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

R3実績

R4実績
R5実績

R6当初
見込

R6補正
見込
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（１）補助金の額

対象期間（４月１日～３月３１日）の小規多機能型居宅介護事業所の運営に要する経費の額又は適正な経営

状態を前提とした標準的な支出額（年間標準額）のいずれか低い額から収入額を控除して得た額

※令和元年６月議会において、高島地区小規模多機能型居宅介護事業所運営費補助の債務負担行為の議
決を得ている。
期間：令和２年度～令和１１年度 限度額：対象経費と標準額の低い方の額から収入額を控除した額

（２）補助対象事業所

ア 事業所名称 小規模多機能型居宅介護事業所 ふるさとⅡ

イ 事業所住所 長崎市高島町２７０６番地４

ウ 登録定員 １８人

エ 運営法人 ＮＰＯ法人 ふるさと（理事長 平戸 京子）

-9-



※ 小規模多機能型居宅介護の概要

小規模多機能型居宅介護とは、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わ
せ、生活支援や機能訓練をひとつの事業所で行う地域密着型サービスである。
利用者の生活に合わせて必要な３つのサービスをひとつの事業所で有効に組み合わせて提供できることで、

中重度の要介護状態となっても在宅での生活を継続することができる。

小規模多機能型居宅介護のイメージ

様態や希望により「訪問介護」

どのサービスを利用しても、なじみの
職員によるサービスが受けられる

「訪問」

様態や希望
により
「泊まり」

「通い」を
中心とした
利用在宅生活の支援

○ 登録者は29名以下
○ 「通い」の利用定員は登録
定員の2分の1～18名の範囲
内

○ 「泊まり」の利用定員は通
いの利用定員の3分の1～9
名の範囲内

利用者

○ 介護・看護職員
• 日中：通いの利用者3人に1
人+訪問対応1人

• 夜間：泊まりと訪問対応で
2人（1人は宿直可）

○ 介護支援専門員1人

人員配置

○ 泊まりは7.43㎡以上の宿泊
室でプライバシーを確保す
ること。

設 備
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（１） 予 算 現 額 １７，０１２千円

（２） 支出見込額 ２２，５２２千円

（３） 差 引 額 ５，５１０千円

（４） 内 訳 (単位：円）

２ 補正額

科 目 予算現額① 支出見込額② 差引額②－①

介護保険事業等収入 （Ａ） ３５，９１９，０００ ２９，８４４，８９２ ▲６，０７４，１０８

支 出 計 （B） ５２，９３１，１７２ ５２，３６７，２２６ ▲５６３，９４６

人件費 ３８，３５２，３７２ ３８，００２，５９６ ▲３４９，７７６

交通費 １，８６５，８００ １，３１６，０００ ▲５４９，８００

事業費 ６，８６７，０００ ５，３７４，０７０ ▲１，４９２，９３０

事務費 ５，８４６，０００ ７，６７４，５６０ １，８２８，５６０

収支差額 （A－B） ▲１７，０１２，１７２ ▲２２，５２２，３３４ ▲５，５１０，１６２

補 助 金 額 １７，０１２，０００ ２２，５２２，０００ ５，５１０，０００
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※ 過疎対策事業債 充当率９０％（交付税措置率７０％）

事業費
財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債 ※ その他 一般財源

（当初） 千円
１７，０１２

千円
－

千円
－

千円
１５，３００

千円
－

千円
１，７１２

（補正）
５，５１０ － － ４，９００ － ６１０

（合計）
２２，５２２ － － ２０，２００ － ２，３２２

３ 財源内訳

高島における高齢者の状況（令和６年１２月末）

（単位：人） （単位：人）

４ 参 考

総人口 249

高
齢
者

６５～７４歳 49

７５歳以上 77

計 126

高齢化率 50.6%

要支援・要介護認定者数 33

認定率 26.2%

-12-



Web口座振替受付サービスで解決

【繰越明許費】
予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】

事 業 名 繰越明許額
ページ 款 項 目

42～43 ３
民生費

１
社会福祉費

２
障害者福祉費

ICT導入モデル事業費補助金
千円

６，７３０

金 額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

２月補正後
予算現額

千円
１６，４０３

千円
１０，８２８

千円
－

千円
－

千円
－

千円
５，５７５

支出予定額 ９，６７３ ６，４００ － － － ３，２７３

繰越明許額 ６，７３０ ４，４２８ － － － ２，３０２

３ 財源内訳

障害福祉分野におけるICTの活用により障害福祉サービス事業所等における業務効率化及び職員の業務負担

軽減を推進するため、障害福祉サービス事業所等がICTを導入する際の経費の一部を補助する。

１ 事業概要

補助事業者が行う国の1次補正予算に伴うICT導入モデル事業が年度内に完了しない見込みであるため。

２ 繰越事由
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Web口座振替受付サービスで解決

金 額
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

２月補正後
予算現額

千円
４，１２４

千円
２，７４９

千円
－

千円
－

千円
－

千円
１，３７５

支出予定額 － － － － － －

繰越明許額 ４，１２４ ２，７４９ － － － １，３７５

３ 財源内訳

就労継続支援サービスについて、ICT機器等の就労作業の効率化を図る機器の導入助成により事業所の経営

改善を支援するため、障害者就労施設における、障害者が従事することができる業務範囲の拡大や、従事する作

業の効率化に資する、ICT機器や工作機械・治具等を導入する際の経費の一部を補助する。

１ 事業概要

補助事業者が行う国の1 次補正予算に伴う就労施設経営改善支援事業が年度内に完了しない見込みである
ため。

２ 繰越事由

予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

42～43 ３
民生費

１
社会福祉費

２
障害者福祉費

就労施設経営改善支援費補助金
千円

４，１２４
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⑴ 限度額の年度内訳 【単位：千円】

２ 債務負担行為限度額の内訳

障害福祉センターの管理において、社会福祉法人長崎市社会福祉事業団（理事長：武田敏明）を指定管理者と

して指定するにあたり、指定期間である令和７年度から令和11年度までの委託に係る経費について、債務負担行

為の設定を行うもの。

１ 債務負担行為の目的

債 務 負担行為補正
期 間

限度額
（設定額）ページ 事 項

50～51 障害福祉センター指定管理
令和７年度から
令和11年度まで

千円
２，９８８，９８４

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 合計

554,823 575,274 594,584 609,408 654,895 2,988,984
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⑵ 限度額の積算内訳 【単位：千円】

R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 合計

収入

外来診療費 148,269 148,269 148,269 148,269 148,269 741,345

自立支援給付費

（訓練等給付費、サービ

ス等利用計画作成費）

10,623 10,623 10,623 10,623 10,623 53,115

障害児通所給付費 86,923 86,923 86,923 86,923 86,923 434,615

利用者負担金

（訓練等給付費）
2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 12,080

その他 630 630 630 630 630 3,150

収入計(A) 248,861 248,861 248,861 248,861 248,861 1,244,305

支出

人件費 588,620 607,393 625,009 641,664 686,323 3,149,009

光熱水費 52,325 52,325 52,325 52,325 52,325 261,625

管理費 153,476 155,154 156,848 155,017 155,845 776,340

修繕料 9,263 9,263 9,263 9,263 9,263 46,315

支出計(B) 803,684 824,135 843,445 858,269 903,756 4,233,289

指定管理
委託料

(B)-(A) 554,823 575,274 594,584 609,408 654,895 2,988,984
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⑶ R6年度予算との比較

ア 予算額 【単位：千円】

イ 人員 （各年度４月１日時点） 【単位：人】

【R6年度予算とR11年度限度額との増減の主なもの】

①人件費 受入体制の充実等（医師1名、看護師２名、クラーク２名、保育士２名増など） 82,990千円

給与改定 38,292千円

②物件費 光熱水費の増 6,106千円

電子カルテの導入等による賃借料、保守料の増 20,594千円

R6年度
予算額①

R7年度
限度額

R8年度
限度額

R9年度
限度額

R10年度
限度額

R11年度
限度額②

増減
②－①

人件費 517,749 588,620 607,393 625,009 641,664 686,323 168,574

物件費 167,692 215,064 216,742 218,436 216,605 217,433 49,741

計 685,441 803,684 824,135 843,445 858,269 903,756 218,315

収入 232,062 248,861 248,861 248,861 248,861 248,861 16,799

指定管理委託料 453,379 554,823 575,274 594,584 609,408 654,895 201,516

R6年度
①

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
②

増減
②－①

正規 39 44 46 47 47 50 ＋11

常勤嘱託 53 50 51 51 53 54 ＋1

非常勤 25 25 25 25 25 24 ▲1

市派遣 2 2 2 2 2 1 ▲1

計 119 121 124 125 127 129 ＋10
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R6年度① R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
②

増減
②－①

医師 １２人 １２人 １２人 １２人 １２人 １３人 ＋１人

看護師 ６人 ６人 ７人 ７人 ８人 ８人 ＋２人

クラーク ３人 ４人 ５人 ５人 ５人 ５人 ＋２人

計 ２１人 ２２人 ２４人 ２４人 ２５人 ２６人 ＋５人

③ 診療所の体制

令和６年度から常勤医師を増員し５診体制としたことで、待機期間、待機児童数とも減少してきて

いるが、一層の待機期間の縮小を図るため、より効果的な診療、療育体制を構築するとともに、医師

の診療業務以外の業務負担を軽減するため、医師の業務を補助する看護師及びクラークを増員し、診

療件数の増を目指す。

（参考）障害福祉センター診療所（小児科）における初診待機期間

※令和６年11月末時点の待機期間は5.98月、待機者数は279人。
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R6年度
①

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
②

増減
②－①

保育士等（正規） ６人 １０人 １１人 １１人 １１人 １１人 ＋５人

〃（常勤嘱託） １８人 １４人 １４人 １４人 １５人 １５人 ▲３人

〃（非常勤） ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 -

社会福祉士（正規） - １人 １人 １人 １人 １人 ＋１人

計 ２６人 ２７人 ２８人 ２８人 ２９人 ２９人 ＋３人

④ 児童発達支援センター さくらんぼ園 の体制

児童福祉法の改正の趣旨も踏まえ、高度な専門性に基づく家族を含めた支援や民間事業所の育成、指導

等も行う障害児支援の中核的な役割を果たす児童発達支援センターの機能を強化し、令和７年度に開設する

こども発達センターの設置も踏まえ、専門職員を増員し、市全体の障害児支援サービスの質の向上を図る。

また、保育士及び児童指導員の正規職員の割合は23％程度で、多くがフルタイムの非正規職員である。保

育士等の優秀な人材確保、処遇改善を図りながら、良質で高度なサービスを継続的に提供するため、正規職

員を増やす。

※「保育士等」は、保育士及び児童指導員。正規には園長含む。

（参考）保育士等の正規職員の割合

年度 R6年度 R11年度

正規 6人 11人

嘱託員等 20人 17人

正規職員割合 23％ 39％
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※１ ①地域生活支援事業費等補助金 補助対象経費の1/2以内

②児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 補助対象経費の1/2

③重層的支援体制整備事業補助交付金 補助対象経費の1/2

※２ ①長崎県地域生活支援事業費等補助金 補助対象経費の1/4以内

②③長崎県地域生活支援事業費等補助金 補助対象経費の1/4

※３ 使用料及び手数料（診断書料など）

４ 財源内訳

事業費

財 源 内 訳

国庫支出金
※１

県支出金
※２

地方債
その他
※３

一般財源

千円
2,988,984

千円
58,291

千円
29,147

千円
－

千円
16,650

千円
2,884,896
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